
□ 旧資金運用部資金

□ 旧簡易生命保険・公営企業金融公庫資金
　注　□にレを付けること。

Ⅰ　基本的事項

１　事業の概要 特別会計名：下水道事業特別会計

注１　事業を実施する団体が一部事務組合等（一部事務組合、広域連合及び企業団をいう。以下同じ。）の場合

　　は、「団体名」欄に一部事務組合等の名称を記入し、「構成団体名」欄にその構成団体名を列記すること。

　２　「職員数」欄には、当該事業に従事する全職員数を記入すること。

２　財政指標等

財政力指数※

実質公債費比率※ （％）

経常収支比率※   （％）

注１　資本費については、平成17年度又は平成18年度の数値を記入することとし、財政力指数、実質公債費比率

　　及び経常収支比率については、当該事業の経営主体である地方公共団体の数値を記入すること。この場合、

　　財政力指数及び実質公債費比率については、平成18年度又は平成19年度の数値を、経常収支比率については、

　　平成17年度又は平成18年度の数値をそれぞれ記入することとし、これら以外の数値については、直近の地方

　　財政状況調査及び公営企業決算状況調査の報告数値を記入すること。

　　　なお、当該事業が一部事務組合等により経営されている場合はその構成団体の各数値を加重平均したもの

　　を記入すること（ただし、旧資金運用部資金及び旧簡易生命保険資金について対象としない財政力1.0以上

　　団体の区分については構成団体の中で最も低い財政力指数を記入すること。）。

　２　財政指標については、条件該当年度を（　）内に記入すること。また、財政力指数以外の財政指標につい

　　ては、数値相互間で年度（地方財政状況調査等における年度）を混在して使用することがないよう留意する

　　こと。

３　合併市町村等における公営企業の統合等の内容

注１　「新法による合併市町村、合併予定市町村」とは、市町村の合併の特例等に関する法律（平成16年法律第

　　59号）第２条第２項に規定する合併市町村及び同条第１項に規定する市町村の合併をしようとする市町村で

　　地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第７項の規定による告示のあったものをいう。

　２　「旧法による合併市町村」とは、市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第６号）第２条第２項

　　に規定する合併市町村（平成７年４月１日以後に同条第１項に規定する市町村の合併により設置されたもの

　　に限る。）をいう。

４　公営企業経営健全化計画の基本方針等

　注　計画期間については、原則として平成20年度から24年度までの５か年とすること。

既存計画との関係
第２次都城市生活排水対策総合基本計画（H19年3月策定）

〔合併期日：平成18年1月1日　合併前市町村：都城市、山之口町、高城町、山田町、高崎町 〕
　平成１８年１月の合併で旧１市４町が設置していた下水道事業特別会計を統合し、新都城市
の下水道事業特別会計として設置した。

基 本 方 針

区　　分

　本市の下水道事業は、昭和35年に事業着手し、生活環境の改善及び
水質保全などを目的として積極的な整備の促進に努めてきた。しかし
今までの建設投資に伴う企業債残高が多額となり、下水道経営への影
響も大きく、一般会計からの繰入金に依存している状況である。今後
建設計画の見直し及び維持管理業務の合理化などに努めることによ
り、安定した経営基盤を確立し経営の健全化を推進する。

都城市公営企業（下水道事業）経営健全化計画

平成２０年度～平成２４年度

行財政改革大綱、集中改革プラン（H17～21）

市のホームページで公表（公表前に議会に対して報告・説明を行う）

計 画 期 間

内　　　容

計 画 名

88.1（ H18 ）

　３　□にレを付けた上で内容を記入すること。

　□　新法による合併市町村、合併予定市町村における公営企業の統合等の内容
　□　旧法による合併市町村における公営企業の統合等の内容
　□　該当なし

0.512（ H19 ）

職員数※  (H20. 4. 1現在)

37（ H19 ）

資金不足比率    （％）

団　　体　　名※

累積欠損金   （百万円）

不良債務     （百万円）

資本費

別添２

12.9（ H19 ）0（ H19 ）

（　　年度）

公共下水道事業

□適　用　 □非適用

公営企業債現在高（百万円）

34

補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画

都城市

事　　業　　名

事業開始年月日 昭和35年4月1日 地方公営企業法の適用・非適用

計画策定責任者

公 表 の 方 法 等

都城市長　長峯 誠

利益剰余金又は積立金（百万円）

179円（ H18 ） 24,821（ H19 ）

（　　年度）

構成団体名

レ

レ

レ

1



Ⅰ　基本的事項（つづき）

５　繰上償還希望額等

補償金免除額

注１　旧簡易生命保険資金・公営企業金融公庫資金に係る公営企業経営健全化計画を作成する場合にあっては「旧資金運用部資金」欄を空欄と
　　し、旧資金運用部資金に係る公営企業経営健全化計画を作成する場合にあっては「旧簡易生命保険資金」欄及び「公営企業金融公庫資金」
　　欄は、それぞれ平成20年度に承認された公営企業経営健全化計画に計上された額を参考値として（　）書きで記入すること（以下、６にお
　　いて同じ。）。
　２　「旧資金運用部資金」の「補償金免除額」欄は、各地方公共団体の「繰上償還希望額」欄の額に対応する額として、計画提出前の一定基
　　準日の金利動向に応じて算出された予定額であり､各地方公共団体の所在地を管轄とする財務省財務局・財務事務所に予め相談・調整の上､
　　確認した補償金免除(見込)額を記入すること。
　３　各欄の数値は小数点第２位を切り上げて、小数点第１位まで記入すること。従って各欄の単純合計と「合計」欄の数値は一致しない場合
　　があること。

６　平成２０年度以降各期における年利５％以上の地方債現在高の状況

【旧資金運用部資金】

【旧簡易生命保険資金】

【公営企業金融公庫資金】

注１　地方債計画の区分ごとに記入すること。
　２　必要に応じて行を追加して記入すること。
　３　「※上記のうち一般会計負担分」は、繰出基準等に基づく公営企業債に対する一般会計繰出金を記入する趣旨ではないこと。従って、
　　例えば、下水道事業において一般会計が負担する雨水処理に係るもの等は含まないものであること。

旧 資 金 運 用 部 資 金
282.7 453.6 237.5繰上償還希望額

30.1

繰上償還希望額

繰上償還希望額

60.4 120.8 211.2

(単位：百万円)

合　　計区　　　分

(669.4) 公営企業金融公庫資金 (211.9) (282.2) 

旧簡易生命保険資金

973.8

合　　計

(単位：千円)

(単位：千円)

年利６％以上７％未満
(平成20年度9月期残高)

年利７％以上
(平成20年度9月期残高)

(175.4) 

合　　　計　　　　 (A)

事業債名

公
営
企
業
債

973,721

合　　計

282,696

237,450

年利５％以上６％未満 年利６％以上７％未満 年利７％以上

282,696

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成20年度末残高）

669,333

合　　　計　　　　 (B)

公営企業で負担するもの (A)-(B) 211,847 282,164 175,322

合　　　計　　　　 (B)

下水道事業債

公営企業で負担するもの (A)-(B)

453,575

282,696 453,575 237,450

(単位：千円)

237,450

973,721

973,721

年利７％以上
（平成20年度末残高）

453,575

年利５％以上６％未満
(平成21年度末残高）

年利６％以上７％未満
（平成21年度末残高）

年利７％以上
(平成20年度9月期残高)

合　　計

211,847 282,164 175,322 669,333

合　　　計　　　　 (A)

事業債名

下水道事業債公
営
企
業
債

公営企業で負担するもの (A)-(B)

※
上
記
の
う
ち
一
般

会
計
負
担
分

(

再

掲
)

事業債名

合　　　計　　　　 (A)

※
上
記
の
う
ち

一
般
会
計
負
担
分

(

再
掲

)

公
営
企
業
債

年利５％以上６％未満
(平成20年度9月期残高)

合　　　計　　　　 (B)

669,333282,164 175,322211,847

※
上
記
の
う
ち
一
般

会
計
負
担
分

(

再

掲

)
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Ⅱ　財務状況の分析

区　　分

財 務 上 の 特 徴

課 題 ① 使用料水準の適正化

課 題 ② 水洗化率の向上

課 題 ③ 資本投下の抑制

課 題 ④ 給与水準・定員管理の適正合理化

留 意 事 項

注１　「財務上の特徴」欄は、事業環境や地域特性等を踏まえて記入すること。また、経営指標等につ

　　いて経年推移や類似団体との水準比較などを行い、各自工夫の上説明すること。

　２　「経営課題」欄は、料金水準の適正化、資産の有効活用、給与水準・定員管理の適正合理化、維

　　持管理費等サービス供給コストの節減合理化、資本投下の抑制、民間的経営手法等の導入等、団体

　　が認識する経営上の課題について、優先度の高いものから順に記入する。また、経営課題と認識す

　　る理由を類似団体等との比較を交えながら具体的に説明すること。

　３　「留意事項」欄は、「経営課題」で取り上げた項目の他に、経営に当たって補足すべき事項を記

　　入すること。

　４　必要に応じて行を追加して記入すること。

経 営 課 題

内　　　　容

　本市の下水道事業は、昭和３５年に建設事業に着手し整備を進め、平
成１８年度の市町合併に伴い、旧市町でそれぞれ設置していた特別会計
を新市の下水道事業特別会計として設置し、合併後事務事業等の統合を
進め、事務の効率化と経費の削減に取り組んでいる。
　公共下水道の現在の整備状況として、平成１９年３月末現在、普及率
３６．２％、水洗化率７０．３％となっており、県内９市の平均の普及
率３６．４％、水洗化率６７．６％と比較すると平均的であるものの、
非常に低い水準にある。
　しかし普及率の向上のため整備区域の拡大が必要であるが、現在の下
水道事業の平成１９年度末企業債残高が２４８億円となっていることを
考慮すると今後縮減を図り、厳しさを増す市の財政状況を鑑み、一般会
計からの繰入金削減に努めるためにも下水道経営の健全化が急務であ
る。

給与水準は、国家公務員の給与に準じて、適正化を図ってきたが、定員
について計画的に更なる合理化を図る必要がある。

供用開始直後の区域があるため現在の普及率は３６．２％であり、全国
平均約７０％と比較して低い水準となっており、早期の事業拡大が必要
であるが、後年度の財政負担の軽減及び経営健全化を進めるためにも、
今後の事業計画の見直しにより建設改良費の縮減を図る。

現在の水洗化率が７０．３％であり、全国平均の９０％と比較して低い
水準である。早期に水洗化効率を向上させ施設の利用効率を高め、有収
水量の増加による使用料収入の確保を図る。

平成１８年度一部処理区において使用料の改定を行ったが、現在の使用
料単価が１３５円であり、総務省が示す１５０円は満たしておらず、今
後全市統一料金による適正化を図る。
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収
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び

下
水

道
事

業
（

下
水

道
事

業
に

あ
っ
て
は
使
用
料
回
収
率
）
に
つ
い
て
記
入
す
る
こ
と
。

 
　
 
(
1
)
 
水
道

事
業

、
工

業
用

水
道

事
業

に
係

る
料

金
回

収
率

の
算

出
方

法

 
　
　
 
・
料

金
回

収
率

（
％

）
＝

供
給

単
価

※
1
／

給
水

原
価

※
2
×

１
０

０

　
　
　
 
 
※

1
 
供

給
単

価
（

円
／

㎥
）

＝
給

水
収

益
／

年
間

総
有

収
水

量
(
工

業
用

水
道

事
業

に
あ

っ
て

は
料

金
算

定
に

係
る

も
の

）

　
　
　
 
 
※

2
 
給

水
原

価
（

円
／

㎥
）

＝
（

経
常

費
用

－
(
受

託
工

事
費

＋
材

料
及

び
不

用
品

売
却

原
価

＋
附

帯
事

業
費

＋
基

準
内

繰
入

金
(
水

道
事

業
の

み
)
)
）
／
年
間
総
有
収
水
量
（
工
業
用
水
道
事
業
に
あ
っ
て
は
料
金
算
定
に
係
る
も
の
）

　
　
　
　

　
　

但
し

、
簡

易
水

道
事

業
に

つ
い

て
は

下
記

に
よ

る
も

の
と

す
る

。

　
　
　
　

　
　

ア
　

地
方

公
営

企
業

法
適

用
企

業
の

場
合

＝
（

経
常

費
用

－
（

受
託

工
事

費
＋

材
料

及
び

不
用

品
売

却
原

価
＋

附
帯

事
業

費
＋

基
準

内
繰
入
金
＋
減
価
償
却
費
）
＋
企
業
債
償
還
金
）
／
年
間
総
有
収
水
量

　
　
　
　

　
　

イ
　

地
方

公
営

企
業

法
非

適
用

企
業

の
場

合
＝

（
総

費
用

－
（

受
託

工
事

費
＋

基
準

内
繰

入
金

）
＋

地
方

債
償

還
金

）
／

年
間

総
有

収
水
量

 
　
 
(
2
)
 
下
水

道
事

業
に

係
る

使
用

料
回

収
率

の
算

出
方

法

 
　
　
 
・
使

用
料

回
収

率
（

％
）

＝
使

用
料

収
入

／
汚

水
処

理
費

×
１

０
０

(単
位

：
％

)

不
良

債
務

比
率

（
法

適
用

）
又

は
赤

字
比

率
（
法

非
適

用
）

繰 入 金 比 率
資

本
的

収
入

分

収
益

的
収

入
分
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（
４

）
収

支
見

通
し

策
定

の
前

提
条

件

　
注

１
　

収
支

見
通

し
を

策
定

す
る

に
当

た
っ

て
、

前
提

と
し

て
用

い
た

各
種

仮
定

（
前

提
条

件
）

に
つ

い
て

、
各

区
分

に
従

い
、

そ
れ

ぞ
れ

そ
の

具
体

的
な

考
え

方
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

２
　

必
要

に
応

じ
て

行
を

追
加

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

　
企

業
債

残
高

を
減

額
す

る
た

め
、

新
規

事
業

に
伴

う
企

業
債

発
行

の
抑

制
に

努
め

る
。

収
支

見
通

し
策

定
に

当
た

っ
て

の
考

え
方

（
前

提
条

件
）

　
平

成
１

８
年

度
に

一
部

処
理

区
に

お
い

て
使

用
料

改
定

を
行

っ
て

お
り

、
そ

の
増

収
分

を
計

上
し

て
い

る
。

ま
た

平
成

２
３

年
度

に
予

定
し

て
い

る
使

用
料

の
全

市
統

一
と

使
用

料
改

定
に

よ
る

使
用

料
単

価
１

３
５

円
／

㎥
か

ら
１

５
０

円
／

㎥
で

使
用

料
収

入
を

見
込

ん
で

い
る

。

　
汚

水
処

理
経

費
に

つ
い

て
使

用
料

で
は

賄
え

て
い

な
い

状
況

で
あ

り
、

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
に

依
存

せ
ざ

る
を

得
な

い
が

、
使

用
料

の
見

直
し

及
び

コ
ス

ト
の

縮
減

等
に

よ
り

、
繰

入
金

の
減

額
に

努
め

る
。

　
平

成
２

０
年

度
か

ら
２

１
年

度
に

お
い

て
汚

水
処

理
施

設
の

増
設

等
に

よ
り

施
設

へ
の

投
資

が
必

要
で

あ
る

が
、

下
水

道
計

画
区

域
の

適
正

化
や

今
後

必
要

と
な

っ
て

く
る

老
朽

管
路

の
効

率
的

な
改

築
等

に
よ

り
資

本
投

資
の

抑
制

を
図

り
、

供
用

開
始

区
域

に
つ

い
て

の
水

洗
化

率
の

向
上

に
よ

る
増

収
に

努
め

る
。

４
　

そ
の

他
収

支
見

通
し

策
定

に
当

た
っ

て
前

提
　

と
し

た
も

の

２
　

他
会

計
繰

入
金

の
見

込
み

３
　

大
規

模
投

資
の

有
無

、
資

産
売

却
等

に
よ

る
　

収
入

の
見

込
み

条
件

項
目

１
　

料
金

設
定

の
考

え
方

、
料

金
収

入
の

見
込

み
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Ⅳ
　

経
営

健
全

化
に

関
す

る
施

策

Ⅱ
の

課
題

番
号

④ ④ ④ ④ ④ ③ ③

　
平

成
1
8
年

4
月

か
ら

国
公

に
準

拠
し

、
給

与
構

造
の

見
直

し
を

行
っ

て
お

り
、

そ
の

主
た

る
査

定
昇

給
の

導
入

に
関

し
て

は
、

新
人

事
評

価
制

度
を

平
成

2
0
年

度
ま

で
に

構
築

し
、

平
成

2
2
年

度
か

ら
副

主
幹

以
上

に
導

入
す

る
計

画
で

あ
る

。
ま

た
、

地
域

手
当

に
つ

い
て

は
、

原
則

支
給

し
な

い
こ

と
と

し
て

お
り

、
今

後
も

国
公

準
拠

で
対

応
し

て
い

く
も

の
。

◇
　

国
家

公
務

員
の

給
与

構
造

改
革

を
踏

　
ま

え
た

給
与

構
造

の
見

直
し

、
地

域
手

　
当

の
あ

り
方

◇
　

技
能

労
務

職
員

に
相

当
す

る
職

種
に

　
従

事
す

る
職

員
等

の
給

与
の

あ
り

方

◇
　

退
職

時
特

昇
等

退
職

手
当

の
あ

り
方

　
平

成
1
9
年

度
か

ら
行

財
政

改
革

を
行

う
5
年

間
で

（
2
3
年

度
ま

で
）
、

現
業

部
門

の
業

務
に

つ
い

て
計

画
的

に
民

間
委

託
を

推
進

す
る

こ
と

を
行

財
政

改
革

大
綱

の
中

で
平

成
1
9
年

1
月

に
公

表
し

、
見

直
し

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

。
現

在
技

能
労

務
職

に
つ

い
て

は
、

不
採

用
と

す
る

と
と

も
に

、
一

般
行

政
職

へ
の

任
用

換
え

を
実

施
し

て
い

る
。

ま
た

下
水

道
事

業
に

お
い

て
は

現
在

技
能

労
務

職
員

は
存

在
し

な
い

が
、

今
後

も
市

全
体

の
方

針
と

同
様

の
取

り
組

み
を

行
う

。

　
退

職
時

特
昇

退
職

手
当

は
、

合
併

時
の

平
成

1
8
年

1
月

に
解

消
し

た
。

　
福

利
厚

生
事

業
に

つ
い

て
は

、
「
地

方
公

共
団

体
に

お
け

る
行

政
改

革
の

更
な

る
推

進
の

た
め

の
指

針
」
（
総

務
事

務
次

官
通

知
）
に

従
い

、
住

民
の

理
解

が
得

ら
れ

る
も

の
と

な
る

よ
う

、
毎

年
度

、
事

業
の

点
検

、
見

直
し

を
行

う
と

と
も

に
、

公
費

負
担

分
の

事
業

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
公

表
し

て
い

る
。

　
平

成
1
8
年

度
で

は
、

事
業

の
性

格
に

応
じ

て
公

費
と

会
費

の
負

担
割

合
を

定
め

、
公

費
負

担
額

の
使

途
を

明
確

に
す

る
と

と
も

に
、

事
業

の
整

理
・

統
合

を
行

い
、

公
費

負
担

額
を

職
員

の
本

俸
の

1
,0

0
0
分

の
8
か

ら
1
,0

0
0
分

の
6
に

引
き

下
げ

た
。

負
担

割
合

は
1
対

1
と

な
っ

て
い

る
。

ま
た

、
健

保
組

合
へ

の
事

業
主

負
担

割
合

に
つ

い
て

は
、

宮
崎

県
市

町
村

職
員

共
済

組
合

の
予

防
的

医
療

費
削

減
の

取
組

に
協

力
し

、
公

費
負

担
額

の
適

正
化

を
図

る
も

の
。

項
　

　
　

　
目

１
　

行
革

推
進

法
を

上
回
る

職
員

数
の

純
減

や
人

件
　

費
の

総
額

の
削

減

○
　

地
方

公
務

員
の
職

員
数

の
純

減
の

状
況

具
　
体
　
的
　
内
　
容

○
　

給
与

の
あ

り
方

　
合

併
に

伴
う

組
織

機
構

の
見

直
し

や
事

務
事

業
等

の
見

直
し

、
業

務
の

民
間

委
託

等
の

推
進

に
よ

り
、

集
中

改
革

プ
ラ

ン
（
計

画
期

間
：
Ｈ

1
7
～

Ｈ
2
1
）
の

期
間

内
に

行
革

推
進

法
及

び
骨

太
方

針
2
0
0
6
で

要
請

さ
れ

て
い

る
削

減
率

5
.7

％
を

上
回

る
7
.3

2
％

（
△

1
2
8
人

）
の

削
減

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

。
な

お
下

水
道

事
業

で
の

取
り

組
み

と
し

て
、

Ｈ
1
9
.4

.1
現

在
で

、
3
6
人

か
ら

3
4
人

と
し

2
人

減
を

行
っ

て
い

る
。

　
老

朽
化

し
た

施
設

や
管

渠
を

有
し

て
お

り
、

修
繕

費
等

に
経

費
が

か
か

る
こ

と
が

予
想

さ
れ

、
簡

単
に

維
持

管
理

費
を

縮
減

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

が
、

補
助

事
業

の
更

新
事

業
を

活
用

す
る

こ
と

に
よ

り
、

経
営

効
率

化
の

推
進

を
図

る
。

○
　

指
定

管
理

者
制

度
の

活
用

等
民

間
委

託
の

　
推

進
や

Ｐ
Ｆ

Ｉ
の

活
用

◇
　

福
利

厚
生

事
業

の
あ

り
方

２
　

物
件

費
の

削
減

、
指

定
管

理
者

制
度

の
活

用
等

　
民

間
委

託
の

推
進

や
Ｐ

Ｆ
Ｉ

の
活

用
等

○
　

維
持

管
理

費
等

の
縮

減
そ

の
他

経
営

効
率

　
化

に
向

け
た

取
組

　
現

在
、

運
転

管
理

の
み

の
委

託
で

あ
る

が
、

経
済

効
果

を
検

討
し

て
、

包
括

的
民

間
委

託
を

実
施

す
る

予
定

で
あ

る
。
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Ⅳ
　

経
営

健
全

化
に

関
す

る
施

策
（

つ
づ

き
）

Ⅱ
の

課
題

番
号

①

②
、

③

③ ①

　
注

１
　

上
記

区
分

に
応

じ
、

「
Ⅱ

 
財

務
状

況
の

分
析

」
の

「
経

営
課

題
」

に
掲

げ
た

各
課

題
に

対
応

す
る

施
策

を
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

そ
の

際
、

ど
の

課
題

に
対

応
す

る
施

策
か

明
ら

か
と

な
る

よ
う

、
Ⅱ

に
付

し
た

　
　

　
課

題
番

号
を

引
用

し
つ

つ
、

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

２
　

上
記

に
記

入
し

た
各

種
施

策
の

う
ち

、
当

該
取

組
の

効
果

と
し

て
改

善
額

の
算

出
が

可
能

な
項

目
に

つ
い

て
は

、
「

Ⅴ
 
繰

上
償

還
に

伴
う

経
営

改
革

効
果

」
の

「
年

度
別

目
標

等
」

に
そ

の
改

善
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
な

お
、

当
該

改
善

額
が

対
前

年
度

と
の

比
較

に
よ

り
算

出
で

き
な

い
項

目
（

資
産

売
却

収
入

・
工

事
コ

ス
ト

縮
減

な
ど

）
に

つ
い

て
は

、
当

該
改

善
額

の
算

出
方

法
も

併
せ

て
上

記
各

欄
に

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

３
　

必
要

に
応

じ
て

行
を

追
加

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

　
下

水
道

事
業

の
健

全
な

経
営

の
た

め
に

、
経

営
状

況
を

分
析

し
た

う
え

で
、

適
正

な
使

用
料

を
設

定
し

、
利

用
者

へ
の

説
明

責
任

を
果

た
す

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
、

公
営

企
業

法
の

適
用

化
を

推
進

す
る

必
要

が
あ

る
。

○
　

料
金

水
準

が
著

し
く

低
い

団
体

に
あ

っ
て

　
は

、
コ

ス
ト

等
に

見
合

っ
た

適
正

な
料

金
水

　
準

へ
の

引
き

上
げ

に
向

け
た

取
組

５
　

そ
の

他

　
平

成
1
8
年

１
月

に
1
市

4
町

で
合

併
し

、
現

在
も

不
均

一
な

使
用

料
体

系
と

な
っ

て
い

る
。

旧
都

城
市

に
お

い
て

は
、

合
併

以
前

か
ら

使
用

料
改

定
を

予
定

し
て

い
た

た
め

、
平

成
1
8
年

度
に

改
定

を
し

た
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
未

だ
に

低
い

水
準

と
な

っ
て

い
る

。
今

後
、

平
成

2
3
年

度
に

改
定

を
予

定
し

て
お

り
、

料
金

体
系

の
統

一
と

適
正

な
料

金
水

準
へ

の
引

き
上

げ
に

む
け

て
取

り
組

ん
で

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

。

　
下

水
道

事
業

の
決

算
状

況
に

つ
い

て
は

、
市

広
報

に
よ

り
一

般
会

計
と

と
も

に
公

表
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

今
後

は
、

よ
り

わ
か

り
や

す
い

説
明

に
つ

と
め

る
よ

う
に

工
夫

す
る

。

　
今

年
度

、
再

評
価

審
議

会
を

設
置

し
、

下
水

道
事

業
の

再
評

価
を

予
定

し
て

い
る

。
他

の
処

理
方

式
（
合

併
処

理
浄

化
槽

、
農

業
集

落
排

水
）
と

の
比

較
検

討
も

含
め

、
事

業
の

再
評

価
を

お
こ

な
う

。

○
　

経
営

健
全

化
や

財
務

状
況

に
関

す
る

情
報

　
公

開

○
　

行
政

評
価

の
導

入

４
　

経
営

健
全

化
や

財
務

状
況

に
関

す
る

情
報

公
開

　
の

推
進

と
行

政
評

価
の

導
入

項
　

　
　

　
目

３
　

コ
ス

ト
等

に
見

合
っ

た
適

正
な

料
金

水
準

へ
の

　
引

上
げ

、
売

却
可

能
資

産
の

処
分

等
に

よ
る

歳
入

　
の

確
保

具
　
体
　
的
　
内
　
容

　
都

城
市

の
都

市
計

画
は

、
市

街
化

区
域

、
市

街
化

調
整

区
域

を
設

定
し

な
い

、
非

線
引

区
域

と
な

っ
て

い
る

た
め

、
市

街
地

が
周

辺
地

域
に

拡
大

し
、

人
口

の
密

集
度

が
低

く
な

っ
て

い
る

。
こ

の
ま

ま
整

備
を

す
す

め
た

場
合

、
コ

ス
ト

が
増

大
す

る
わ

り
に

は
、

普
及

率
の

向
上

を
大

き
く
見

込
む

こ
と

は
困

難
で

あ
る

と
予

想
さ

れ
る

。
整

備
計

画
の

見
直

し
を

行
い

、
コ

ス
ト

縮
減

に
つ

と
め

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
。
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Ⅴ
　

繰
上

償
還

に
伴

う
経

営
改

革
促

進
効

果
１

　
主

な
課

題
と

取
組

み
及

び
目

標

　
注

１
　

上
記

各
項

目
に

は
、

Ⅱ
で

採
り

上
げ

た
経

営
課

題
に

対
応

す
る

取
組

と
し

て
Ⅳ

に
掲

げ
た

経
営

健
全

化
に

関
す

る
施

策
の

う
ち

、
そ

れ
ぞ

れ
各

項
目

に
該

当
す

る
も

の
に

つ
い

て
、

そ
の

対
応

関
係

が
分

か
る

よ
う

に
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

２
　

必
要

に
応

じ
て

行
を

追
加

し
て

記
入

す
る

こ
と

。

２
　

年
度

別
目

標
等

　
　

※
 
次

頁
以

下
（

１
）

か
ら

（
５

）
ま

で
の

各
事

業
別

様
式

を
参

考
に

、
以

下
の

考
え

方
に

沿
っ

て
策

定
す

る
こ

と
。

（
各

事
業

共
通

留
意

事
項

）

　
１
．
次
頁
以
下
の
各
事
業
別
様
式
は
、
「
年
度
別
目
標
」
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
参
考
と
な
る
よ
う
例
示
的
な
様
式
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
２
に
掲
げ
た
項
目
以
外
は
必
ず
し
も
全
て
の
項
目
に
記
入
を
要
す
る
も
の
で
は
な
く
、
各
団
体
の
各
事
業
の

　
　
状
況
に
あ
わ
せ
て
記
入
可
能
な
項
目
の
み
記
入
し
又
は
独
自
の
取
組
に
応
じ
た
項
目
を
立
て
て
記
入
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
２
．
各
事
業
別
様
式
は
参
考
例
示
で
は
あ
る
が
、
各
様
式
中
の
「
目
標
又
は
実
績
」
欄
の
項
目
の
う
ち
、
職
員
数
、
行
政
管
理
経
費
（
人
件
費
、
物
件
費
、
維
持
補
修
費
等
）
に
該
当
す
る
項
目
並
び
に
累
積
欠
損
金
比
率
及
び
企
業
債
現
在
高
は
、
年
度
別

　
　
目
標
策
定
に
際
し
て
必
須
項
目
と
さ
れ
て
い
る
の
で
漏
れ
が
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
項
目
の
う
ち
、
職
員
数
、
行
政
管
理
経
費
に
つ
い
て
は
、
各
団
体
(
事
業
)
の
取
組
状
況
に
応
じ
て
、
適
宜
、
細
分
化
（
例
：
職
員
数
→
職
種
別

　
　
に
区
分
、
正
職
員
と
臨
時
職
員
と
を
分
離
計
上
等
）
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

　
３
．
「
目
標
又
は
実
績
」
欄
の
項
目
中
、
「
職
員
数
」
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
と
の
比
較
に
よ
り
そ
の
増
減
数
を
各
年
度
の
「
増
減
数
」
欄
に
計
上
す
る
と
と
も
に
、
計
画
期
間
中
の
「
増
減
数
」
の
合
計
は
「
計
画
合
計
」
欄
に
計
上
し
、
計
画
前
５
年
間

　
　
の
「
増
減
数
」
の
合
計
は
「
計
画
前
５
年
間
実
績
」
欄
に
計
上
す
る
こ
と
。

　
４
．
「
目
標
又
は
実
績
」
欄
の
項
目
の
見
直
し
施
策
実
施
に
係
る
「
改
善
額
」
は
、
原
則
と
し
て
、
計
画
前
年
度
を
基
準
年
度
と
し
て
、
当
該
計
画
期
間
中
の
各
年
度
と
の
比
較
に
よ
り
改
善
額
を
算
出
し
計
上
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
見
直
し
施
策
が

　
　
計
画
前
年
度
以
前
（
計
画
前
５
年
度
の
間
に
実
施
し
た
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
見
直
し
施
策
の
改
善
効
果
が
公
営
企
業
経
営
健
全
化
計
画
の
期
間
中
に
お
い
て
も
継
続
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
継
続
す
る
改

　
　
善
額
を
計
画
期
間
の
各
年
度
の
改
善
額
に
計
上
し
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

　
５
．
４
に
よ
る
「
改
善
額
」
が
基
準
年
度
と
の
比
較
に
よ
り
算
出
で
き
な
い
項
目
、
そ
の
改
善
効
果
が
単
年
度
に
限
ら
れ
る
項
目
（
資
産
売
却
益
、
工
事
コ
ス
ト
縮
減
等
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
改
善
額
の
み
当
該
見
直
し
施
策
の
実
施
年
度
の
「
改
善
額
」

　
　
欄
に
計
上
し
、
計
画
期
間
内
（
又
は
計
画
前
５
年
間
）
を
通
じ
て
の
改
善
額
し
か
算
出
で
き
な
い
項
目
に
つ
い
て
は
、
当
該
計
画
期
間
内
（
又
は
計
画
前
５
年
間
）
を
通
じ
た
改
善
額
を
「
計
画
合
計
」
欄
（
又
は
「
計
画
前
５
年
間
実
績
」
欄
）
に
計
上

　
　
す
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
場
合
の
改
善
額
の
算
出
方
法
に
つ
い
て
、
Ⅳ
の
当
該
施
策
に
係
る
「
具
体
的
内
容
」
欄
に
併
せ
て
記
入
す
る
こ
と
。

　
６
．
計
画
期
間
中
の
「
改
善
額
」
の
合
計
に
つ
い
て
は
「
計
画
合
計
」
欄
に
計
上
し
、
計
画
前
５
年
間
の
「
改
善
額
」
の
合
計
に
つ
い
て
は
「
計
画
前
５
年
間
実
績
」
欄
に
計
上
す
る
こ
と
。

　
７
．
「
改
善
額
　
合
計
」
欄
及
び
「
計
画
前
５
年
間
改
善
額
　
合
計
」
欄
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
係
る
人
件
費
（
退
職
手
当
以
外
の
職
員
給
与
費
）
そ
の
他
改
善
額
を
計
上
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
の
合
計
（
「
計
画
合
計
」
及
び
「
計
画
前
５
年
間

　
　
実
績
」
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
）
を
記
入
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
同
一
項
目
に
係
る
内
訳
に
相
当
す
る
も
の
等
を
重
複
計
上
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

　
８
．
「
(
参
考
)
 
補
償
金
免
除
額
」
欄
に
記
入
す
る
「
補
償
金
免
除
額
」
と
は
、
計
画
提
出
前
の
一
定
基
準
日
の
金
利
動
向
に
応
じ
て
算
出
さ
れ
た
予
定
額
（
補
償
金
免
除
(
見
込
)
額
）
で
あ
り
、
Ⅰ
の
「
５
 
繰
上
償
還
希
望
額
等
」
に
記
入
し
た
「
旧
資
金

　
　
運
用
部
資
金
」
の
「
繰
上
償
還
希
望
額
」
に
対
応
す
る
「
補
償
金
免
除
額
」
の
「
合
計
」
欄
の
額
を
転
記
す
る
こ
と
（
旧
簡
易
生
命
保
険
資
金
・
公
営
企
業
金
融
公
庫
資
金
の
補
償
金
免
除
繰
上
償
還
に
係
る
公
営
企
業
経
営
健
全
化
計
画
を
提
出
す
る
場

　
　
合
に
は
、
当
該
欄
の
記
入
は
不
要
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
旧
簡
易
生
命
保
険
資
金
・
公
営
企
業
金
融
公
庫
資
金
の
補
償
金
免
除
繰
上
償
還
に
係
る
公
営
企
業
経
営
健
全
化
計
画
を
提
出
す
る
地
方
公
共
団
体
の
う
ち
、
旧
資
金
運
用
部
資
金
の
補
償
金
免

　
　
除
繰
上
償
還
を
希
望
す
る
予
定
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
旧
資
金
運
用
部
資
金
の
補
償
金
免
除
繰
上
償
還
に
係
る
公
営
企
業
経
営
健
全
化
計
画
を
提
出
す
る
際
に
は
当
該
資
金
の
補
償
金
免
除
額
を
上
回
る
経
営
改
善
効
果
を
示
す
必
要
が
あ
る
の
で
、
計
画

　
　
策
定
に
あ
た
っ
て
は
予
め
留
意
す
る
こ
と
。
）
。

　
９
．
以
上
の
他
、
各
事
業
別
様
式
に
お
い
て
、
記
入
を
求
め
ら
れ
て
い
る
経
営
指
標
そ
の
他
の
項
目
等
に
つ
い
て
は
各
事
業
別
様
式
の
指
示
（
留
意
事
項
）
に
従
う
こ
と
。

　
1
0
．
必
要
に
応
じ
て
行
を
追
加
し
て
記
入
す
る
こ
と
。

　
平
成
１
８
年
度
に
都
城
市
生
活
排
水
対
策
総
合
基
本
計
画
を
作
成
し
、
整
備
区
域
見
直
し
を
計
画
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
２
０
年
度
に
下
水
道
事
業
の
再
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
か

ら
、
さ
ら
な
る
整
備
区
域
の
検
討
を
行
い
、
事
業
計
画
を
作
成
す
る
。

課
　
題

１
　
職
員
数
の
純
減
や
人
件
費
の
総
額
の
削
減

２
　
経
営
効
率
化
や
料
金
適
正
化
に
よ
る
繰
越
欠
損
金
の
解
消
等

３
　
一
般
会
計
等
か
ら
の
基
準
外
繰
出
し
の
解
消
等

４
　
そ
の
他

取
　
組
　
み
　
及
　
び
　
目
　
標

　
処
理
場
の
運
転
管
理
は
、
供
用
開
始
時
か
ら
委
託
し
て
お
り
、
人
件
費
の
抑
制
に
努
め
て
い
る
が
、
平
成
1
6
年
度
に
下
水
道
建
設
課
、
下
水
道
管
理
課
の
２
課
を
下
水
道
課
に
統
合
す
る
な

ど
事
務
の
効
率
化
に
も
努
め
て
い
る
。
今
後
、
集
中
改
革
プ
ラ
ン
終
了
ま
で
は
、
集
中
改
革
プ
ラ
ン
に
沿
っ
て
定
員
管
理
を
行
い
、
そ
の
後
も
、
引
き
続
き
事
務
の
効
率
化
に
つ
と
め
人
員
削

減
の
方
策
を
検
討
す
る
。

　
平
成
1
8
年
度
に
使
用
料
改
定
を
実
施
し
、
今
後
は
平
成
2
3
年
度
に
改
定
予
定
で
あ
る
。
建
設
事
業
費
や
施
設
の
管
理
費
等
の
抑
制
に
努
め
て
、
適
正
な
料
金
と
し
て
利
用
者
に
提
示
で
き
る

よ
う
に
す
る
。

　
水
洗
化
の
普
及
活
動
に
よ
り
有
収
水
量
の
増
を
目
指
し
、
さ
ら
に
平
成
２
３
年
度
に
使
用
料
を
改
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歳
入
増
に
つ
と
め
る
。
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Ⅴ
　
繰
上
償
還
に
伴
う
経
営
改
革
促
進
効
果
（
つ
づ
き
）

２
　
年
度
別
目
標
等

（
５
）
下
水
道
事
業

区
分

平
成

1
5
年

度
（
計

画
前

５
年

度
）

（
決

算
）

平
成

1
6
年

度
（
計

画
前

４
年

度
）

（
決

算
）

平
成

1
7
年

度
（
計

画
前

３
年

度
）

（
決

算
）

平
成

1
8
年

度
（
計

画
前

々
年

度
）

（
決

算
）

平
成

1
9
年

度
（
計

画
前

年
度

）
（
決

算
見

込
）

計
画

前
５

年
間

実
　

績
平

成
2
0
年

度
（
計

画
初

年
度

）
平

成
2
1
年

度
（
計

画
２

年
度

）
平

成
2
2
年

度
（
計

画
３

年
度

）
平

成
2
3
年

度
（
計

画
４

年
度

）
平

成
2
4
年

度
（
計

画
５

年
度

）
計

画
合

計

処
理

区
域

内
人

口
（
人

）
5
0
,1

1
3

5
6
,3

6
6

5
9
,9

8
1

6
3
,0

7
8

6
4
,9

4
1

6
5
,4

2
7

6
5
,9

0
9

6
7
,3

9
9

6
7
,8

4
8

6
8
,2

9
7

増
減

6
,2

5
3

3
,6

1
5

3
,0

9
7

1
,8

6
3

1
4
,8

2
8

4
8
6

4
8
2

1
,4

9
0

4
4
9

4
4
9

3
,3

5
6

水
洗

便
所

設
置

済
人

口
（
人

）
3
3
,9

9
3

3
8
,1

1
2

4
1
,0

1
0

4
4
,3

3
4

4
6
,1

1
4

4
8
,0

6
0

4
9
,4

6
1

5
1
,9

5
1

5
3
,3

0
8

5
4
,3

5
2

増
減

4
,1

1
9

2
,8

9
8

3
,3

2
4

1
,7

8
0

1
2
,1

2
1

1
,9

4
6

1
,4

0
1

2
,4

9
0

1
,3

5
7

1
,0

4
4

8
,2

3
8

水
洗

化
率

（
％

）
6
7
.8

6
7
.6

6
8
.4

7
0
.3

7
1
.0

7
3
.5

7
5
.0

7
7
.1

7
8
.6

7
9
.6

増
減

△
0
.2

0
.8

1
.9

0
.7

3
.2

2
.5

1
.5

2
.1

1
.5

1
.0

8
.6

有
収

水
量

（
㎥

）
5
,3

8
2
,0

3
2

5
,7

7
0
,9

5
4

6
,2

0
1
,7

8
1

6
,6

1
2
,6

4
1

6
,7

5
8
,8

8
7

7
,1

1
4
,9

4
5

7
,4

4
4
,1

7
5

7
,7

8
3
,9

9
0

7
,9

5
7
,0

0
0

8
,0

9
0
,5

9
0

増
減

3
8
8
,9

2
2

4
3
0
,8

2
7

4
1
0
,8

6
0

1
4
6
,2

4
6

1
,3

7
6
,8

5
5

3
5
6
,0

5
8

3
2
9
,2

3
0

3
3
9
,8

1
5

1
7
3
,0

1
0

1
3
3
,5

9
0

1
,3

3
1
,7

0
3

使
用

料
単

価
（
円

/
㎥

）
1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
3
0

1
3
5

1
3
5

1
3
5

1
3
5

1
5
0

1
5
0

増
減

0
0

2
0

5
2
5

0
0

0
1
5

0
1
5

料
金

改
定

率
（
％

）
2
1
.7

9
.0

増
減

0
.0

0
.0

2
1
.7

0
.0

2
1
.7

0
.0

0
.0

0
.0

9
.0

0
.0

9
.0

収
納

率
（
％

）
9
4
.9

9
5
.3

9
5
.6

9
5
.8

9
5
.9

9
6
.0

9
6
.0

9
6
.0

9
6
.0

9
6
.0

増
減

0
.4

0
.3

0
.2

0
.1

1
.0

0
.1

0
.0

0
.0

0
.0

0
.0

0
.1

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

増
減

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
職

員
１

人
当

た
り

の
営

業
収

益
（
千

円
）

2
5
,8

4
6

2
6
,1

2
8

2
6
,2

7
7

3
0
,8

2
2

3
4
,7

3
5

3
6
,0

5
9

3
7
,2

9
4

3
8
,6

1
8

4
2
,9

1
2

4
3
,4

7
1

増
減

2
8
2

1
4
9

4
,5

4
5

3
,9

1
3

8
,8

8
9

1
,3

2
4

1
,2

3
5

1
,3

2
4

4
,2

9
4

5
5
9

8
,7

3
6

職
員

数
（
人

）
3
4

3
4

3
5

3
6

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

3
4

増
減

0
1

1
△

2
0

0
0

0
0

0
0

管
理

運
営

費
（
千

円
）

2
,0

4
1
,3

6
2

2
,2

1
5
,2

9
8

2
,2

0
9
,5

6
7

2
,1

7
8
,2

6
5

2
,1

7
0
,9

3
1

2
,2

9
1
,3

8
5

2
,3

7
1
,6

1
7

2
,3

8
7
,6

2
9

2
,4

0
0
,4

8
2

2
,3

9
8
,3

3
3

増
減

1
7
3
,9

3
6

△
5
,7

3
1

△
3
1
,3

0
2

△
7
,3

3
4

1
2
9
,5

6
9

1
2
0
,4

5
4

8
0
,2

3
2

1
6
,0

1
2

1
2
,8

5
3

△
2
,1

4
9

2
2
7
,4

0
2

処
理

区
域

内
人

口
１

人
当

た
り

の
管

理
運

営
費

(千
円

)
4
0
,7

3
5

3
9
,3

0
2

3
6
,8

3
8

3
4
,5

3
3

3
3
,4

2
9

3
5
,0

2
2

3
5
,9

8
3

3
5
,4

2
5

3
5
,3

8
0

3
5
,1

1
6

増
減

△
1
,4

3
3

△
2
,4

6
4

△
2
,3

0
5

△
1
,1

0
4

△
7
,3

0
6

1
,5

9
3

9
6
1

△
5
5
8

△
4
5

△
2
6
4

1
,6

8
7

汚
水

処
理

原
価

（
円

/
㎥

）
2
6
5

2
7
4

2
6
5

2
4
9

1
9
8

1
9
1

1
9
1

1
9
0

1
9
0

1
8
9

増
減

1
0

△
9

△
1
7

△
5
1

△
6
7

△
7

0
△

1
0

△
1

△
9

汚
水

処
理

原
価

（
維
持
管
理

費
）

（
円

/
㎥

）
8
1

8
4

7
9

6
9

6
5

7
5

7
5

7
3

7
1

6
9

増
減

3
△

6
△

1
0

△
4

△
1
6

1
0

0
△

2
△

2
△

2
4

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

増
減

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
 使

 用
 料

  
回

 収
 率

 (
％

)
4
1
.6

4
0
.1

4
1
.5

5
2
.3

6
8
.2

7
0
.7

7
0
.7

7
1
.1

7
8
.9

7
9
.4

増
減

△
1
.5

1
.4

1
0
.8

1
5
.9

2
6
.6

2
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0
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0
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7
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0
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1
1
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増
減

2
3
,
3
1
0

2
4
,
0
4
5

2
4
,
3
9
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2
4
,
7
4
1

2
4
,
8
2
1

2
4
,
6
3
7

2
4
,
6
9
8

2
4
,
4
5
7

2
4
,
1
6
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2
3
,
9
3
1

増
減

7
3
5

3
4
5

3
5
1

8
0

1
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1
1

△
1
8
4

6
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△
2
4
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△
2
9
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△
2
3
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△
8
9
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 使
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5
9
1

6
3
6

6
8
4

8
5
7

9
1
1

9
6
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1
0
0
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1
0
5
1

1
1
9
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1
2
1
4

 改
 善
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0

1
2
5

1
5
9

2
8
4

4
5

8
7

1
3
0

2
8
6

3
2
6

8
7
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①
有

収
水

量
の

増
加

4
5

8
7

1
3
0

2
3
8

2
5
8

7
5
8

②
使

用
料

の
適

正
化

1
2
5

1
5
9

2
8
4

4
8

6
8

1
1
6

③
収

納
率

の
向

上

 そ
の

他
④

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

 改
 善

 額
0

0

 管
 理

 運
 営

 費
2
,0

4
1

2
,2

1
5

2
,2

1
0

2
,1

7
8

2
,1

7
1

2
,2

9
1

2
,3

7
2

2
,3

8
8

2
,4

0
0

2
,3

9
8

う
ち

職
員

給
与

費
中

の
退

職
手

当
を

除
い

た
も

の
2
,0

4
1

2
,2

1
5

2
,2

1
0

2
,1

7
8

2
,1

7
1

2
,2

9
1

2
,3

7
2

2
,3

8
8

2
,4

0
0

2
,3

9
8

 改
 善

 額
0

0
0

0
7

7
0

0
0

0
0

0

⑤
職

員
給

与
費

の
適

正
化

7
7

う
ち

職
員

給
与

費
中

の
退

職
手

当

 そ
の

他
⑥

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

 改
 善

 額
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
9
1

8
7
4

2
1
1
.2

　
（
収

入
の

確
保

及
び

経
営

の
効

率
化

に
向

け
た

取
組

み
に

つ
い

て
）

○
 使

用
料

適
正

化
の

考
え

方
市

町
合

併
後

の
激

変
緩

和
措

置
に

よ
る

不
均

一
使

用
料

の
統

一
化

を
検

討
し

、
平

成
２

３
年

度
に

使
用

料
の

改
定

を
実

施
し

、
現

在
の

使
用

料
単

価
1
3
5
円

／
㎥

か
ら

1
5
0
円

／
㎥

を
目

指
し

増
収

を
図

る

○
 そ

の
他

に
記

入
さ

れ
た

項
目

に
関

す
る

取
組

等
財

務
内

容
の

明
確

化
と

透
明

化
を

図
り

、
経

営
内

容
や

事
務

事
業

の
説

明
等

、
住

民
へ

の
理

解
を

得
る

た
め

企
業

会
計

の
導

入
を

目
指

す

○
「
経

営
の

効
率

化
」
そ

の
他

⑥
の

例
：
建

設
コ

ス
ト

の
縮

減
（
上

下
水

共
同

施
工

の
実

施
、

工
法

の
見

直
し

・
技

術
開

発
の

促
進

な
ど

。
建

設
改

良
費

の
抑

制
は

除
く
。

）
、

電
気

・
機

械
設

備
等

の
計

画
的

修
繕

に
よ

る
長

寿
命

化
な

ど
（
記

入
単

位
は

　
 百

万
円

と
す

る
が

、
会

計
規

模
に

よ
り

千
円

単
位

で
も

可
と

す
る

。
）

 企
 業

 債
 現

 在
 高

 （
百

万
円

）

（
Ｉ

／
Ａ
）
　
　
Ｊ

（
汚

水
処

理
経

費
／

有
収

水
量

）
　
Ｋ

 累
 積

 欠
 損

 金
 比

 率
 （

％
）

経 営 の 効 率 化収 入 の 確 保

⑥

○
「
収

入
の

確
保

」
そ

の
他

④
の

例
：
未

利
用

地
の

売
却

、
資

産
の

有
効

利
用

（
用

地
等

の
貸

付
）
、

再
生

水
の

販
売

収
入

な
ど

（
記

入
単

位
は

百
万

円
と

す
る

が
、

会
計

規
模

に
よ

り
千

円
単

位
で

も
可

と
す

る
。

）

経 営 の 効 率 化

目
標

又
は

実
績

Ａ Ｂ Ｃ

①

Ｄ

（
参

考
）

補
償

金
免

除
額

改
 
善

 
額

　
　

合
　

計
計

画
前

５
年

間
改

善
額

　
合

計

○
計

画
前

年
度

に
お

い
て

使
用

料
単

価
１

５
０

円
/
㎥

（
2
0
㎥

当
た

り
3
,0

0
0
円

）
未

満
（
処

理
原

価
が

1
5
0
円

/
㎥

未
満

の
場

合
は

処
理

原
価

未
満

）
の

事
業

に
あ

っ
て

は
、

下
記

に
使

用
料

適
正

化
の

考
え

方
を

記
入

し
、

当
該

適
正

化
に

よ
る

増
収

額
　

 を
②

に
記

入
す

る
こ

と
。

○
「
経

営
の

効
率

化
」
の

各
年

度
の

「
職

員
数

（
人

）
」
欄

に
つ

い
て

は
、

地
方

公
営

企
業

決
算

状
況

調
査

表
の

作
成

時
点

（
翌

年
３

月
３

１
日

時
点

）
の

職
員

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

収 入 の 確 保

③

　
 維

持
管

理
費

（
上

記
以

外
）
の

適
正

化
　

　
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

（
使

用
料

収
入

／
有

収
水

量
）
　
　
Ｅ

（
料

金
改

定
実

施
年

度
に

記
入

）
　

　
Ｆ

②

（
E
／

K
×

1
0
0
）
　

　
　

　
　

　

（
汚

水
処

理
経

費
(維

持
管

理
費

)／
有

収
水

量
）
  
 
 
LＩ

⑤

Ｇ Ｈ
④

Ｍ
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